
（別表２） 不利益処分に係る処分基準

（令和４年６月１６日作成）

法 令 名 不動産特定共同事業法

根 拠 条 項 第３４条第１項

処分の概要 不動産特定共同事業者に対する指示

法令の定め 主務大臣又は都道府県知事は、その第３条第１項の許可を受けた不動産特定共同事業者が

次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該不動産特

定共同事業者に対し、必要な指示をすることができる。

１ 業務に関し、事業参加者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であると

き。

２ 業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であ

るとき。

３ 業務に関し他の法令に違反し、不動産特定共同事業者として不適当であると認められる

とき。

処 分 基 準 設定しない

（設定しない理由）

・処分実績がないため

処分担当課 建設部住宅局建築指導課 （電話番号：011-204-5575）

問い合わせ先 建設部住宅局建築指導課 （電話番号：011-204-5575）

備 考 （公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/shinsakijuntou.htm）



（別表２） 不利益処分に係る処分基準

（令和４年６月１６日作成）

法 令 名 不動産特定共同事業法

根 拠 条 項 第３４条第２項

処分の概要 不動産特定共同事業者に対する指示

法令の定め 都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の第３条第１項の許可を受けた不動産特

定共同事業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内に

おける業務に関し、前項各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したと

きは、当該不動産特定共同事業者に対し、必要な指示をすることができる。

処 分 基 準 設定しない

（設定しない理由）

・処分実績がないため

処分担当課 建設部住宅局建築指導課 （電話番号：011-204-5575）

問い合わせ先 建設部住宅局建築指導課 （電話番号：011-204-5575）

備 考 （公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/shinsakijuntou.htm）



（別表２） 不利益処分に係る処分基準

（令和４年６月１６日作成）

法 令 名 不動産特定共同事業法

根 拠 条 項 第３５条第１項

処分の概要 不動産特定共同事業者の業務停止命令

法令の定め 主務大臣又は都道府県知事は、その第３条第１項の許可を受けた不動産特定共同事業者が

次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、１年以内の期間

を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

１ 前条第１項各号のいずれかに該当するとき。

２ 第８条第１項、第９条、第１０条、第１５条、第１６条第１項、第１７条、第１８条第

２項若しくは第３項、第１９条から第２１条まで、第２２条から第２３条まで、第２４条

第１項若しくは第２項、第２５条第１項若しくは第２項、第２６条の２から第２７条ま

で、第２８条第１項から第３項まで、第２９条、第３０条、第３１条第１項、第３１条の

２、第３２条若しくは第３７条第１項後段（同条第３項において準用する場合を含む。）

又は第２１条の２において準用する金融商品取引法（以下「準用金融商品取引法」とい

う。）第３９条第１項若しくは第４０条の規定に違反したとき。

３ 前条第１項又は第２項の規定による指示に従わないとき。

４ この法律の規定に基づく主務大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。

５ 不動産特定共同事業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。

６ 役員又は政令で定める使用人のうちに、業務の停止をしようとするとき以前五年以内に

不動産特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。

処 分 基 準 設定しない

（設定しない理由）

・処分実績がないため

処分担当課 建設部住宅局建築指導課 （電話番号：011-204-5575）

問い合わせ先 建設部住宅局建築指導課 （電話番号：011-204-5575）

備 考 （公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/shinsakijuntou.htm）



（別表２） 不利益処分に係る処分基準

（令和４年６月１６日作成）

法 令 名 不動産特定共同事業法

根 拠 条 項 第３５条第２項

処分の概要 不動産特定共同事業者の業務停止命令

法令の定め 都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の第３条第１項の許可を受けた不動産特

定共同事業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内に

おける業務に関し、前項第１号から第５号までのいずれかに該当するときは、当該不動産特

定共同事業者に対し、１年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずるこ

とができる。

処 分 基 準 設定しない

（設定しない理由）

・処分実績がないため

処分担当課 建設部住宅局建築指導課 （電話番号：011-204-5575）

問い合わせ先 建設部住宅局建築指導課 （電話番号：011-204-5575）

備 考 （公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/shinsakijuntou.htm）



（別表２） 不利益処分に係る処分基準

（令和４年６月１６日作成）

法 令 名 不動産特定共同事業法

根 拠 条 項 第３６条

処分の概要 不動産特定共同事業者の許可の取消し

法令の定め 主務大臣又は都道府県知事は、その第３条第１項の許可を受けた不動産特定共同事業者が

次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、同項の許可を取

り消すことができる。

１ 第６条第２号、第３号（この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。）、

第５号、第６号又は第９号から第１２号までのいずれかに該当するに至ったとき。

２ 第７条第１号又は第２号に掲げる基準に適合しなくなったとき。

３ 不正の手段により第３条第１項の許可を受けたとき。

４ 第４条第１項の規定により付された条件に違反したとき。

５ 前条第１項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第１項若しくは第２

項の規定による業務の停止の命令に違反したとき。

処 分 基 準 設定しない

（設定しない理由）

・処分実績がないため

処分担当課 建設部住宅局建築指導課 （電話番号：011-204-5575）

問い合わせ先 建建設部住宅局建築指導課 （電話番号：011-204-5575）

備 考 （公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/shinsakijuntou.htm）



（別表２） 不利益処分に係る処分基準

（令和４年６月１６日作成）

法 令 名 不動産特定共同事業法

根 拠 条 項 第３７条第１項

処分の概要 業務管理者の解任命令

法令の定め 主務大臣又は都道府県知事は、その第３条第１項の許可を受けた不動産特定共同事業者に

係る業務管理者がその業務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときは、当該不動産特定

共同事業者に対し、その解任を命ずることができる。この場合において、当該不動産特定共

同事業者は、その命令を受けた日から１年以内においてその命令をした主務大臣又は都道府

県知事が定める期間内は、その命令に係る者を業務管理者として選任してはならない。

処 分 基 準 設定しない

（設定しない理由）

・処分実績がないため

処分担当課 建設部住宅局建築指導課 （電話番号：011-204-5575）

問い合わせ先 建設部住宅局建築指導課 （電話番号：011-204-5575）

備 考 （公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/shinsakijuntou.htm）



（別表２） 不利益処分に係る処分基準

（令和４年６月１６日作成）

法 令 名 不動産特定共同事業法

根 拠 条 項 第３７条第２項

処分の概要 業務管理者の解任命令

法令の定め 都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の第３条第１項の許可を受けた不動産特

定共同事業者に係る業務管理者が当該都道府県の区域内において前項に規定する行為をした

ときは、当該不動産特定共同事業者に対し、その解任を命ずることができる。

処 分 基 準 設定しない

（設定しない理由）

・処分実績がないため

処分担当課 建設部住宅局建築指導課 （電話番号：011-204-5575）

問い合わせ先 建設部住宅局建築指導課 （電話番号：011-204-5575）

備 考 （公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/shinsakijuntou.htm）



（別表２） 不利益処分に係る処分基準

（令和４年６月１６日作成）

法 令 名 不動産特定共同事業法

根 拠 条 項 第５１条第１項

処分の概要 小規模不動産特定共同事業者に対する指示

法令の定め 主務大臣又は都道府県知事は、その第４１条第１項の登録を受けた小規模不動産特定共同

事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該

小規模不動産特定共同事業者に対し、必要な指示をすることができる。

１ 業務に関し、事業参加者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であると

き。

２ 業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であ

るとき。

３ 業務に関し他の法令に違反し、小規模不動産特定共同事業者として不適当であると認め

られるとき。

処 分 基 準 設定しない

（設定しない理由）

・処分実績がないため

処分担当課 建設部住宅局建築指導課 （電話番号：011-204-5575）

問い合わせ先 建設部住宅局建築指導課 （電話番号：011-204-5575）

備 考 （公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/shinsakijuntou.htm）



（別表２） 不利益処分に係る処分基準

（令和４年６月１６日作成）

法 令 名 不動産特定共同事業法

根 拠 条 項 第５１条第２項

処分の概要 小規模不動産特定共同事業者に対する指示

法令の定め 都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の第４１条第１項の登録を受けた小規模

不動産特定共同事業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の

区域内における業務に関し、前項各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違

反したときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対し、必要な指示をすることができる。

処 分 基 準 設定しない

（設定しない理由）

・処分実績がないため

処分担当課 建設部住宅局建築指導課 （電話番号：011-204-5575）

問い合わせ先 建設部住宅局建築指導課 （電話番号：011-204-5575）

備 考 （公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/shinsakijuntou.htm）



（別表２） 不利益処分に係る処分基準

（令和４年６月１６日作成）

法 令 名 不動産特定共同事業法

根 拠 条 項 第５２条第１項

処分の概要 小規模不動産特定共同事業者の業務停止命令

法令の定め 主務大臣又は都道府県知事は、その第四４１条第１項の登録を受けた小規模不動産特定共

同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対

し、１年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

１ 前条第１項各号のいずれかに該当するとき。

２ 第４６条第１項若しくは第２項、第４７条第１項、第５０条第１項、同条第２項におい

て準用する第１５条、第１６条第１項、第１７条、第１８条第２項若しくは第３項、第１

９条から第２１条まで、第２２条、第２２条の２第１項、第２３条第１項、第２４条第１

項若しくは第２項、第２５条第１項若しくは第２項、第２６条の２から第２７条まで、第

２８条第１項から第３項まで、第２９条、第３０条、第３１条第１項若しくは第３１条の

２若しくは準用金融商品取引法第３９条第１項若しくは第４０条、第５４条第１項後段

（同条第３項において準用する場合を含む。）又は第５７条において準用する第３２条の

規定に違反したとき。

３ 前条第１項又は第２項の規定による指示に従わないとき。

４ この法律の規定に基づく主務大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。

５ 不動産特定共同事業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。

６ 役員又は政令で定める使用人のうちに、業務の停止をしようとするとき以前５年以内に

不動産特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。

処 分 基 準 設定しない

（設定しない理由）

・処分実績がないため

処分担当課 建設部住宅局建築指導課 （電話番号：011-204-5575）

問い合わせ先 建設部住宅局建築指導課 （電話番号：011-204-5575）

備 考 （公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/shinsakijuntou.htm）



（別表２） 不利益処分に係る処分基準

（令和４年６月１６日作成）

法 令 名 不動産特定共同事業法

根 拠 条 項 第５２条第２項

処分の概要 小規模不動産特定共同事業者の業務停止命令

法令の定め 都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の第４１条第１項の登録を受けた小規模

不動産特定共同事業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の

区域内における業務に関し、前項第１号から第５号までのいずれかに該当するときは、当該

小規模不動産特定共同事業者に対し、１年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の

停止を命ずることができる。

処 分 基 準 設定しない

（設定しない理由）

・処分実績がないため

処分担当課 建設部住宅局建築指導課 （電話番号：011-204-5575）

問い合わせ先 建設部住宅局建築指導課 （電話番号：011-204-5575）

備 考 （公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/shinsakijuntou.htm）



（別表２） 不利益処分に係る処分基準

（令和４年６月１６日作成）

法 令 名 不動産特定共同事業法

根 拠 条 項 第５３条

処分の概要 小規模不動産特定共同事業者の登録の取消し

法令の定め 主務大臣又は都道府県知事は、その第４１条第１項の登録を受けた小規模不動産特定共同

事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該小規模不動産特定共同事業者の同項の

登録を取り消すことができる。

１ 第６条第２号から第４号まで又は第９号から第１１号までのいずれかに該当するに至っ

たとき。

２ 第４４条第２号又は第３号のいずれかに該当するに至ったとき。

３ 不正の手段により第４１条第１項の登録を受けたとき。

４ 前条第１項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第１項若しくは第２

項の規定による業務の停止の命令に違反したとき。

処 分 基 準 設定しない

（設定しない理由）

・処分実績がないため

処分担当課 建設部住宅局建築指導課 （電話番号：011-204-5575）

問い合わせ先 建設部住宅局建築指導課 （電話番号：011-204-5575）

備 考 （公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/shinsakijuntou.htm）



（別表２） 不利益処分に係る処分基準

（令和４年６月１６日作成）

法 令 名 不動産特定共同事業法

根 拠 条 項 第５４条第１項

処分の概要 業務管理者の解任命令

法令の定め 主務大臣又は都道府県知事は、その第４１条第１項の登録を受けた小規模不動産特定共同

事業者に係る業務管理者（第５０条第２項において準用する第１７条第１項の規定により置

かれた者をいう。以下この条において同じ。）がその業務に関し不正又は著しく不当な行為

をしたときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対し、その解任を命ずることができる。

この場合において、当該小規模不動産特定共同事業者は、その命令を受けた日から１年以内

においてその命令をした主務大臣又は都道府県知事が定める期間内は、その命令に係る者を

業務管理者として選任してはならない。

処 分 基 準 設定しない

（設定しない理由）

・処分実績がないため

処分担当課 建設部住宅局建築指導課 （電話番号：011-204-5575）

問い合わせ先 建設部住宅局建築指導課 （電話番号：011-204-5575）

備 考 （公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/shinsakijuntou.htm）



（別表２） 不利益処分に係る処分基準

（令和４年６月１６日作成）

法 令 名 不動産特定共同事業法

根 拠 条 項 第５４条第２項

処分の概要 業務管理者の解任命令

法令の定め 都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の第４１条第１項の登録を受けた小規模

不動産特定共同事業者に係る業務管理者が当該都道府県の区域内において前項に規定する行

為をしたときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対し、その解任を命ずることができ

る。

処 分 基 準 設定しない

（設定しない理由）

・処分実績がないため

処分担当課 建設部住宅局建築指導課 （電話番号：011-204-5575）

問い合わせ先 建設部住宅局建築指導課 （電話番号：011-204-5575）

備 考 （公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/shinsakijuntou.htm）


